
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林裕彦法律事務所 事務所便り 

負けへんで！ 

 

 

 

Vol. 

 

H26･10月号／vol.4 

        Oni ビジョンニュースわいど「言いたい法題」／ＲＳＫラジオ「敷居のめ～っちゃ低い法律相談所」 テレビとラジオ出演 

ますます白熱！ 

言いたい法題！ 

 

Oniビジョン ニュースわいど「言いたい法題」に出演中。直近の

放送は，９月２２日「万引き犯の顔写真公開－法的に問題はないの

か？－」，１０月２０日「ノーベル賞の中村さんも以前苦労したん

です－職務発明と対価－」でした。次回放送は１１月１８日です。 

ＲＳＫラジオは，毎週火曜日午後６：１０～です。身近に起こる様々

なトラブルを，他の法律専門家とともにお答えしますよ！ 敷居のめ～っちゃ低い法律

相談所にパーソナリティと

して出演中！ 

 

７／２９ テレビ朝日「モーニングバード」に出演！ トピック① 

９月上旬 李登輝友の会の皆様と台湾の李登輝先生を訪問しました！ 

 あっという間に夏が終わりましたが，みなさんお元気ですか？台風も過ぎ去り，一気に秋らしくなっ

てきましたね。これから朝夕冷えてまいりますので，体にはくれぐれもお気をつけください。 

川崎市の遺体安置所の設置をめぐる住民との間の紛争に関して，｢行政分

野に詳しい弁護士？｣ということで，写真入りでのコメントで出演しまし

た。飲み会の合間の慌ただしい時間に，番組プロデューサーには，施設の

設置に対する行政の規制の歴史や行政の規制がある葬儀場やその他迷惑

施設といわれるものと今回問題になっている遺体安置所の比較までじっ

くりと問題点を電話でお話ししたのですが，「そもそも遺体安置所に関し

て規制や法律がないのが問題」というコメントだけで終わってしまいまし

た。私がお話ししたオリジナルな内容は出演していたコメンテーターに見

事にパクられていました（笑）。 

李登輝先生には何と御自宅にお招きいただき，３時

間強もお話ししていただきました。本物の愛国無私

の本物の政治家に接することができて，感無量でし

た。もしもの話ですが，もっと若い頃にお話しをお

聴きできていれば，私の人生変わっていただろうと

思いました。言うまでもなく，地政学的に見て，台

湾は我が国のシーレーンの要。どこかの国に過敏に

配慮することなく，アメリカのように台湾関係法の

日本版を早急に制定すべきだと改めて確信した次

第。なお，私の隣は，司法研修所同期の山下たかし

衆議院議員。 

 

トピック② 

 

  

 

  



山陽新聞 平成２６年７月２９日 掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 



岡山大学メールマガジン 

***************************************************************************** 

■□  法（ほう）～納得！ 第９号  □■ 

                      平成２６年 ８月 １日発行 

***************************************************************************** 

● 大学でも必要なクレーマー対策 

 

 先月に起きた通信大手Ｂ社の情報流出事件は，まだ記憶に新しいところです。この事件に関連しては，「お金

を払えば特殊なルートで，流出した情報を消すことができる」と言って詐欺行為を行う者も出てきているそうで

すので注意が必要です。また，Ｂ社に限ったことではなく，他の会社に対して，この事件に便乗したとも思われ

るクレーム的要求もされているケースもあるようです。大学の立場からは，クレーム的要求を受ける場合もある

かと思いますので，今回はクレーマー対策についてお話しようと思います。 

 

１ 事実関係の調査 

 最近は「クレーマー」「モンスターコンシューマー」などの言葉も定着し，会社が顧客からの苦情の対応に追

われることが多くなっています。このような苦情の中には，会社が責任を負うべき正当な要求ももちろんありま

すが，単なる言いがかりに過ぎない場合も少なくありません。会社としては，まず，事実確認や調査を行い，会

社が責任を負うべき内容の要求かどうかをきちんと見極める必要があります。 

 これは，大学に関しても同じです。 

 

２ 土下座要求は犯罪成立の可能性も 

 昨年９月に終了したドラマ『半沢直樹』では，主人公の半沢が上司に対して「倍返し」として土下座をさせる

シーンが出てきました。この頃，衣料品チェーンＳの従業員に対してお詫びをさせた写真をツイッターに投降し

たユーザーが炎上するなど，土下座して謝罪を要求する消費者が出たようです。ドラマの影響を受けすぎている

とも思われますが，土下座してお詫びというフレーズは日本では耳にするフレーズではあります。 

 では，クレーマーが，土下座での謝罪を実際に要求してきた場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか。 

土下座して謝罪しろと要求し，土下座しなければ大学の悪い評判を流す，上司や大学に通報する旨告知してきた

ような場合には，「強要罪」（刑法２２３条１項，３年以下の懲役）が成立する可能性があります。 

 トラブルの原因が職員の対応ミスで大学が謝罪すべき点があったとしても，土下座をするまでの義務はありま

せん。したがって，このように対応ミスがあった場合でも，「強要罪」は成立する余地がありますし，結果的に

土下座をしなかった場合でも，土下座を要求した事自体により「強要未遂罪」（刑法２２３条３項）が成立する

可能性があります。 

 クレーマーによる過度な要求は，上述のように，犯罪になる可能性もあります。このようなクレーマーに対し

て対応窓口を弁護士に移すことで沈静化するケースもあります。苦情処理に悩まれた場合は，一度弁護士に相談

することをお勧めします。 

 

                                弁護士  小 林 裕 彦（やすひこ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡山大学メールマガジン 

************************************************************************** 

■□  法（ほう）～納得！ 第１０号  □■ 

                      平成２６年 ９月 １日発行 

************************************************************************** 

● 消費者被害とクーリング・オフ 

 

 高級羽毛布団と言われて高額な支払を求められた，マルチ被害に遭った等，消費者被害と呼ばれる事件は古今

東西を問わず発生し続けています。 

 一人暮らしを始めた大学生も，消費者被害の危険にあっている可能性もあります。教職員の皆様も，いつ大学

生から相談を受けるか分かりません。そのため，今回は消費者被害の救済方法についてお話ししようと思います。 

 

【消費者被害の救済方法】 

 まず，錯誤（民法９５条），詐欺・強迫（民法９６条），消費者契約法違反などを理由とした契約の取消や無

効を主張することが考えられます。これらの主張が認められれば，商品代金等の支払を拒むことができますし，

仮に支払済みであれば代金の返還を請求することが可能です。 

 もっとも，裁判上において上記の主張が認められるためには証拠を集め，それぞれの要件を満たす必要があり

ますし，そもそも主張自体，容易に認められるものでもありません。そこで，消費者保護の観点から，特別法に

より被害の救済が図られています。 

 その中でも代表的な規定が特定商取引に関する法律，いわゆる特商法のクーリング・オフ制度です。この制度

は，基本的には，一定の期間内（法定の書面が交付された日から８日間）に相手方に書面で通知することによっ

て，一度締結した契約を消費者の側から一方的に解除するものであり，消費者保護のために非常に強力な効果を

有するものです。 

 なお，この８日間という期間制限ですが，法律で定められた事項が書かれた契約書面（法定書面という）を受

け取った日を１日目として数えます（連鎖販売取引は，法定書面を受け取った日，もしくは商品を受け取った日

の，いずれか遅いほうを１日目とします）。 

 例えば，「訪問販売でガスの契約を結んだが，契約書はもらっていない。契約から１０日が経っているが，ク

ーリング・オフはできるか？」という事例の場合，本来は訪問販売のクーリング・オフ期間は８日間ですが，法

定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。 

 「解約はできない」などと業者に脅されたり，「この取引にはクーリング・オフ制度はない」「商品を使用し

ているのでクーリング・オフはできない」などと虚偽の説明をされて，消費者がクーリング・オフを妨害された

場合には，業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡されてから所定の期間を超えるまで

は，クーリング・オフができます。 

 クーリング・オフが使われる典型例としては，訪問販売やマルチ商法があげられますが，最近新たな類型が追

加されました。それは「押し買い」と呼ばれる行為（法律上は「訪問購入」と規定されます。）です。「押し買

い」とは，突然自宅に押しかけ，貴金属等を売却するように執拗に勧誘し，相場よりかなり低い値段で買い取っ

てしまう行為です。 

 このような行為は２００８年頃から相談件数が増加しており，２０１１年度には４０００件をこえる相談が寄

せられていました。そこで，法改正により平成２５年２月２１日から規制の対象となったのです。 

 これにより，上記のような「押し買い」行為についても契約から８日以内にクーリング・オフの通知を発送す

れば契約を解除することが可能となりました。もっとも，自動車や家具，書籍等は適用除外となりますし，消費

者から売買契約を持ちかけた上で訪問し売却した場合はクーリング・オフの対象外となりますので，注意が必要

でしょう。 

 

 このように消費者被害の分野は被害の実態に合わせて法改正が頻繁に行われる分野ですので，消費者被害に遭

ったと疑われる場合には専門家に相談することをお勧めします。 

 

                                 弁護士  小 林 裕 彦(やすひこ) 

 

 

 

 

 



岡山大学メールマガジン 

************************************************************************** 
■□  法（ほう）～納得！ 第１１号  □■ 

                      平成２６年 １０月 １日発行 

************************************************************************** 

● スマホの囲い込み商法  

 現在，携帯電話の契約数の約半数はスマートフォンです。そして，先日９月１９日には iPhone6も発売され，

多くの関心を集めています。iPhone6の発売に伴い，「そろそろガラケーからスマホにしようか」や「Android

から iPhoneに替えようか」などと検討された方も多いと思います。 

 電話会社は，他者に顧客を奪われないように契約やサービスで様々な縛りをかけて「囲い込み」を行っていま

す。その代表例が次の２つです。まず，一つ目は「ＳＩＭロック」，二つ目が「契約の２年縛り」です。今日は，

この二つ目の問題に関連した携帯電話契約の「解約」についてお話ししようと思います。 

１ ２年縛り 

 大手携帯電話会社では，顧客が２年間使い続けることを条件に基本料金を半額にするなどの割引を行っていま

す。問題は，これを途中で解約すると１万円近くの解約料をとられるという点です。 

 この２年縛りについては，「最初の２年間は縛られているが，２年経過後は自由に解約できる」と考えている

人が多く，携帯電話サービスの苦情相談では，解約の点に関する相談件数が第１位となっています（全国消費生

活情報ネットワーク）。 

 なお，ＳＩＭロックとは電話会社がスマホや携帯電話を売るときに他社のＳＩＭカードを入れても動かないよ

うに制限する（つまり，ロックする）ことを言いますが，「ＳＩＭロック」と「契約の２年縛り」とのセットで

顧客を囲い込むという形になっているのです。  

２ ２年縛りの法的問題 

 「解約料なしに解約できる期間が２年経過後の１カ月のみ」という２年縛りについて，法的に問題はないので

しょうか。 

 更新後の契約解除料については，その有効性をめぐる裁判も起こされています。その根拠としては，解除料は，

「解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」として消費者契約法第９条第１号で構成さ

れたものもあります。もっとも，高等裁判所レベルではありますが，この解約金は無効ではないと判断されてい

ますので，現段階で解約料の有効性を争うことは困難であるといわざるを得ません。  

３ 今後の動き 

 このように裁判でも無効を争うことは難しい解約料ですが，総務省は解約料をとることについて携帯電話会社

に見直しを求める方向であるとの報道がされていました。 

 私たちも携帯電話会社とトラブルになることをできるだけ避けるためにも，契約締結前の説明は十分理解した

上で，スマホを使いたいものです。 

  

                                弁護士  小 林 裕 彦(やすひこ) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直湧きの天然岩風呂の宿「不老閣」（山梨県） 

山梨県の増富ラジウム温泉と下部温泉。どちらも， 

大体湯舟の温度は２５度くらいで，底から直湧きで夏場は 

大変気持ちいいです。特に，増富ラジウムの方は，鉄分入り 

のサイダーのような味覚で飲み物としても大変うまい。 

 ところで，泉温についてですが，実は２５度くらいと 

いうのが微妙なところでして，源泉の温度を基準に２５度 

以上３２度未満が低温泉，２５度未満が冷鉱泉になるのです 

が，どちらも源泉自体は３０度くらいです。しかし，実際は底から直湧きといっても湯舟

全体の温度はそれよりは相当低くなるので，湯舟の温度が２５度くらいかなという感じで

す。 

 そして，これを暖めないのがポイント！何でもかんでも温泉イコール暖かいという固定

観念があるのですが，これが大間違いなんです。 

 実は増富ラジウム温泉のような炭酸泉は熱いと炭酸分が逃げてしまう。炭酸泉は実は冷

たいようで体に気泡がたくさんついて，炭酸ガスが体に吸収されて，体がよく暖まります。

それから，長く入れるので，温泉の成分が体によく吸収される。いいことづくしなんです

ね。大体３時間入っていると１０cc 吸収されると言われています。だから，内蔵の働きが

活発になっていくら飲んでも悪酔いしない。これ，ホンマです。私，いつも実践していま

すし，いつでも証言できます（笑）。 

 温泉を経営する人に言いたいのは，「無理して暖めるな」ということです。大好きな奥

道後温泉がリニューアルしましたが，残念無念！奥道後古き良き冷泉風呂（これはかなり

レベルが高かった）がなくなっていた…行く度に改善のお願いをしています。 

 

 

 

小林裕彦法律事務所 
岡山市北区弓之町２番１５号 

弓之町シティセンタービル６階 

Tel 086-225-0091 

Fax 086-225-0092 

Mail:k0217@oka.urban.ne.jp 

所長弁護士 小 林 裕 彦 

弁護士 片 岡 靖 隆 

弁護士 塩 﨑 篤 史 

弁護士 井 筒 智 子 

弁護士 宗 川 雄 己 

弁護士 丸 山 洋 平 

 

HP: http://kobayashilawoffice.p-kit.com/ 
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不老閣の内湯。泡がびっ

しり身体につきます。 

不老閣の岩湯（直湧きで

す）。大体８人ぐらい無理

してぎゅうぎゅう詰めに入

ります。 

下部温泉裕貴屋の岩湯。（こ

れも直湧きです。）昔は壁が

なくて，混浴でした。 

http://kobayashilawoffice.p-kit.com/

